
 

 

                           

   平成 31 年 2 月 7 日 

各   位 

会 社 名  株式会社川金ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長  鈴木 信吉 

（コード番号 5614  東証第二部） 

問合せ先  取締役経営管理部長 青木 満 

（TEL． 048－259－1111） 

 

当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査工程等における 

不適切行為に関する調査報告書受領及び原因究明・再発防止策について 

 

 当社は、平成 30 年 10 月 23 日付「当社の子会社が製造した建築物用免震・制振用オイルダンパーの検査

工程等における不適切行為について」に関しまして、お取引先様及び株主様をはじめ関係各位に多大なる

ご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。 

当社は、平成 30 年 11 月 9 日付「弊社子会社における不適切行為に関する対応状況等について（第一報）」

で公表しておりましたとおり、当社と利害関係のない外部弁護士である西村あさひ法律事務所に、本件不

適切行為の調査、原因究明及び再発防止策の策定を委嘱し、当社は本調査に全面的に協力してまいりまし

た。 

平成 31 年 2 月 6 日、外部弁護士より調査報告書を受領し（本日公表の「調査報告書」ご参照）、2 月 7

日開催の取締役会において本調査報告書を受領するとともに、その調査結果と再発防止策の提言を真摯に

受け止め、再発防止策を決議しましたのでお知らせ致します。 

今後は、この再発防止策を着実に実行し、当社グループにおけるガバナンスの向上と品質管理体制の強

化を図るとともに、関係各位の信頼回復に努めてまいります。 

 

今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 別添１；外部弁護士である西村あさひ法律事務所「調査報告書」 

別添２；当社子会社における免震・制振オイルダンパー問題における原因究明・再発防止策等に 

ついて 

別添３；当社子会社における免震・制振オイルダンパー問題における原因究明・再発防止策等に 

ついて   - 付属資料：図解参照資料 – 川金ホールディングス 
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調 査 報 告 書 

 

2019 年 2 月 6 日 

株式会社川金ホールディングス 御中 

 

西 村 あ さ ひ 法 律 事 務 所 

 

弁護士   梅  林     啓 

 

弁護士   髙  林  勇  斗 

 

弁護士   浅  野  啓  太 

 

 当職らは、株式会社川金ホールディングス(以下｢川金 HD｣といいます。)のご依頼によ

り、川金 HD の連結子会社である光陽精機株式会社(以下｢光陽精機｣といいます。)が、顧

客との間で取り決められた減衰力の基準値を満たさない免震・制振用オイルダンパー(以

下、免震・制振用オイルダンパーを総称して｢オイルダンパー｣といい、顧客との間で取り

決められた基準値を満たしていないことを｢不適合｣といい、不適合のオイルダンパーを

｢不適合品｣といいます。)を、性能検査記録データを書き換えた上で、出荷していた事実

(以下、性能検査記録データの書換えを｢本件不適切行為｣といいます。)について、その原

因・背景事情の分析及び再発防止策の提言を行うべく、光陽精機におけるオイルダンパー

の品質管理体制等に関する事実調査を行いましたので、その結果を下記のとおりご報告申

し上げます(以下、当職らが行った調査を｢本件調査｣といいます。)。 

 なお、本件調査は、本件不適切行為の原因・背景事情の分析及び再発防止策の提言を行

うことを主眼としております。また、本報告書は、与えられた時間及び条件の下におい

て、可能な限り適切と考えられる調査・分析等を行った結果をまとめたものですが、今後

新たな事実等が判明した場合には、その結論等が変わる可能性があります。加えて、本報

告書は、裁判所等の判断を保証するものではない点にもご留意ください。 

 

第 1 本件調査の概要 

 

1 本件調査の経緯及び目的 

 

 川金 HD は、2018 年(平成 30 年)10 月 23 日に、本件不適切行為の発覚及び事実関係を公

表した。これを受け、川金 HD は、髙橋修平法律事務所所属の弁護士を起用し、事案解明

のための社内調査を実施するとともに、その結果を、不適合品が設置された物件及びその

物件を所轄する特定行政庁に対し報告した。 
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 上記経緯を踏まえ、川金 HD は、第三者の視点から本件不適切行為の実態を精査し、本

件不適切行為に至るまでの原因・背景事情を分析するとともに、再発防止策を策定すべ

く、2018 年(平成 30 年)11 月 9 日、当職らに対し、新たに本件調査を委嘱した。 

 

2 本件調査の方法 

 

 本件調査において、当職らは、川金 HD、株式会社川金コアテック(以下｢川金 CT｣とい

う 1。)及び光陽精機が保有する関係資料の精査を行ったほか、光陽精機においてオイルダ

ンパーの開発及び品質管理業務に従事した経験を有する職員 6 名、光陽精機においてオイ

ルダンパーの営業業務に従事した経験を有する職員 2 名、光陽精機の役職員 2 名、川金 CT

においてオイルダンパーの営業業務に従事した経験を有する職員 4 名及び川金 HD 代表取

締役社長に対し、ヒアリングを実施した。 

 

第 2 本件調査の結果判明した事実 

 

1 本件不適切行為の対象製品(オイルダンパー)について 

 

(1) オイルダンパーの概要 

 

 オイルダンパーとは、油の粘性を利用して、地震発生時の揺れや衝撃などを緩和するた

めに建築物に取り付けられる製品である。オイルダンパーには、大別して、免震用オイル

ダンパーと制振用オイルダンパーの 2 種類がある。免震用オイルダンパーは、地盤と建物

の間に設けられた免震層と呼ばれる空間に設置されるものであり、免震用オイルダンパー

自体が揺れることによって、地震などによる振動エネルギーを吸収し、建物に揺れを伝わ

りにくくさせるという性能を有する装置である。これに対し、制振用オイルダンパーは、

建物の各階に設置されるものであり、制振用オイルダンパーが地震などによる振動エネル

ギーを吸収し、建物の各階の変形を抑制することで建物の揺れを低減するという性能を有

する装置である。オイルダンパーは、光陽精機の主力製品である油圧シリンダーと構造や

機能において共通性がある。しかし、油圧シリンダーは、油圧によって、ピストンに固定

された棒の押出・引込運動を行う装置であるため、オイルダンパーには、｢揺れや衝撃の

吸収｣という、油圧シリンダーとは異なる性能が要求されることとなる。 

 このようなオイルダンパーの性質、目的から、オイルダンパーには、想定する揺れ、衝

撃の大きさや用途に応じた性能が求められる。その性能を示すのが｢減衰力｣である。減衰

                             
1  なお、川金 CT は、現在の川口金属工業株式会社を分社する形で、2009 年(平成 21 年)2 月 13 日に設

立された会社である。以下、本報告書では、便宜上、分社前の川口金属工業株式会社と、分社後の

川金 CT を区別せず、全て｢川金 CT｣と呼称することとする。 
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力とは、オイルダンパーのシリンダー部分を伸縮させた際の抵抗力を表す数値であり、そ

の最適な数値は｢理論値｣と呼ばれる。減衰力の実測値が、理論値のプラス側に逸脱した場

合には、オイルダンパーの減衰力が設計時の想定よりも大きくなり、地震による振動エネ

ルギーを吸収しにくくなる。その結果、免震用オイルダンパーにおいては、建物に揺れが

伝わりやすくなり、制振用オイルダンパーにおいては、設計時の想定加速度より大きな加

速度が建物に対し入力され、室内の揺れが大きくなる。他方、減衰力の実測値が、理論値

のマイナス側に逸脱した場合には、オイルダンパーの減衰力が設計時の想定よりも小さく

なる。その結果、免震用オイルダンパーにおいては、免震層の揺れが大きくなることで、

建物が免震層の擁壁に接触するおそれが生じ、制振用オイルダンパーにおいては、建物の

揺れが大きくなる。したがって、減衰力の実測値は、理論値を基準とする一定の範囲に収

まることが求められる。この減衰力を測定するのが、性能検査である。 

 しかし、オイルダンパーは、製造するロットによって性能にバラツキが生じる。その理

由としては、オイルダンパーに内蔵されているバルブの個体差が挙げられる。バルブは、

オイルダンパー内部の油圧及び油の流量を調整する機能を有しているが、バルブの穴の大

きさや位置等が微妙に異なると、減衰力の実測値にもその誤差が影響することとなる。

よって、製造したオイルダンパーの減衰力が、理論値を基準とする一定の範囲に収まらな

い場合、バルブを再調整することで、求められている性能が発揮できるよう調整すること

が予定されている。 

 

(2) 光陽精機で製造しているオイルダンパーの種別 

 

 光陽精機は、現在、想定する揺れ、衝撃の大きさや用途に応じて、3 種類のオイルダン

パーを製造・販売している。具体的には、制振用オイルダンパーアドバンス(以下｢AD｣と

いう。)、制振用オイルダンパーKYD(以下｢KYD｣という。)及び免震用オイルダンパー

KYM(以下｢KYM｣という。)の 3種類である。 

 2000 年(平成 12 年)頃、光陽精機は、トグル制震装置に用いる制振用オイルダンパー(以

下｢トグル制震装置用のオイルダンパー｣という。)の製造販売を開始した。トグル制震装

置は、動きが連動するトグル腕と呼ばれる棒状の部材 2 本とトグル制震装置用のオイルダ

ンパー1 本で構成され、その構造上、効率よく振動エネルギーを吸収することで、建物の

変形を軽減する装置である。その後、このトグル制震装置用のオイルダンパーを基礎に開

発したのが、AD である。AD は、トグル制震装置用のオイルダンパーと同様に、ブレース

と呼ばれる 2 本の棒状の部材と共に用いられる制振用オイルダンパーである。光陽精機

は、2005 年(平成 17 年)頃、AD の製造販売を開始した。 

 KYD は、振動エネルギーを熱エネルギーに変換・吸収することであらゆる建物におい

て、建物の変形を確実に低減できる構造を有する制振用オイルダンパーである。光陽精機

は、2008 年(平成 20 年)～2009 年(平成 21 年)頃、KYD の製造販売を開始した。 

 KYM は、免震構造用の支承と組み合わせ、地盤と建物の間に設置することによって、地
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震などによる振動エネルギーを吸収する免震ダンパーである。光陽精機は、2011 年(平成

23 年)頃、KYM の製造販売を開始した。 

 これらのオイルダンパーは、いずれも、光陽精機の品質保証部長である A 及び技術部長

の Bが 2名で開発したものである。 

 

(3) オイルダンパー市場の概要 

 

 日本においては、KYB 株式会社(以下｢KYB｣という。)が、他企業に先行してオイルダン

パーの製造販売を開始し、現在、国内トップシェアを誇る2。これに対し、光陽精機は、

KYB に遅れてオイルダンパーの製造販売を開始した事業者の一つである。現在、オイルダ

ンパーを製造販売する事業者は、KYB、川金 CT(光陽精機)のほか、センクシア株式会社、

日立オートモティブシステムズ株式会社など数社に限られる。そのため、各事業者は、オ

イルダンパーの性能検査を行う試験機についても、それぞれ独自に開発しており、試験機

に関し、統一的な規格は存在しない。 

 

2 光陽精機と川金 CT の関係性 

 

 光陽精機は、もともと、a 社の下請けの仕事を中心とする会社であり、鋳造品の製造販

売をしている川口金属工業株式会社(以下｢川金工業｣という。)の納入先であったが、1979

年(昭和 54 年)頃、経営不振により、当時の和議法に基づく和議開始の申立てを行った。

この手続において、川金工業は、スポンサーとして光陽精機に資本を投下した。これによ

り、光陽精機は、1979 年(昭和 54 年)に、当時の川金工業の子会社となった。 

 その後、川金工業をはじめとするグループ会社は、持株会社制への移行等、いくつかの

組織変更を行った。そのため、現在、光陽精機は、親会社である川金 HD の下、川金工業

や川金 CT と兄弟会社の関係にある。しかし、上記のような経緯から、光陽精機は、川金

HD 内の他の兄弟会社を親会社と考える意識が少なからず残っており、光陽精機の役職員の

中には、｢川金 CT からの依頼は断れない｣との感覚を有している者も多いようである。 

 

3 オイルダンパーの受注から出荷に至る業務フロー 

 

(1) オイルダンパー事業開始当初の受注フロー 

 

 光陽精機は、2000 年(平成 12 年)頃、顧客である b 社からの開発依頼を受け、トグル制

震装置用のオイルダンパーを開発し、製造販売を開始した。光陽精機がトグル制震装置用

                             
2  日経電子版によれば、KYB の免震・制振用オイルダンパーの日本国内におけるシェアは、50％前後

とのことである(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36980700W8A021C1EA1000/参照)。 
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のオイルダンパーを販売していた顧客は、光陽精機に開発を依頼した b 社のみであった。

そのため、この当時は、光陽精機の営業部が直接 b社からの受注、交渉等を行っていた。 

 

(2) 2005 年(平成 17 年)頃以降の受注フロー 

 

 b 社とのトグル制震装置用のオイルダンパーの取引は、2004 年(平成 16 年)頃までに終

了し、その後、光陽精機は、c 社とも制振補強用のオイルダンパーの取引を行うように

なった。そして、2005 年(平成 17 年)頃、光陽精機は、AD を開発した。この頃、光陽精機

は自社での営業活動を継続していたが、①兄弟会社である川金 CT が制振用オイルダン

パーの販売を開始したこと、②建設会社から、販売者が川金 CT と光陽精機の二社となる

のは手続上煩瑣であり、統一してほしい旨の要望を受けたことなどを理由に、原則とし

て、川金 CT が建設会社への営業活動等を行うこととし、光陽精機は、製造するオイルダ

ンパーの大半を川金 CT に納入することとなった。また、川金 CT は橋梁用ダンパーの販売

を主たる事業としており、建設会社の調達部門との関係性はあまり深くなかった。そこ

で、建設会社との間における商社機能、販売代理店機能を担う会社として、グループ会社

であり、建設会社との関係性も有していた株式会社ノナガセ(以下｢ノナガセ｣という。)

も、オイルダンパーの販売に関与することとなった。 

 これ以降、現在に至るまで、建設会社の設計部門や設計事務所への営業活動は、原則と

して川金 CT 自身が行っている。その後の建設会社の購買部門からの発注は、原則として

ノナガセが受けることとなっており、新規開発品や特殊な仕様を有する製品を除き、建設

会社との契約仕様については、ノナガセから発注仕様に関する連絡を受けた川金 CT の技

術本部技術部で検討の上、同部が、｢製作要領書｣及び｢承認申請図｣を作成し、建設会社の

承認を得ることで決定することとなった。 

 また、納期については、川金 CT の営業本部建築営業部、営業本部海外営業部が、建設

会社との間で合意することとなった。この納期決定に際し、川金 CT の営業本部建築営業

部及び営業本部海外営業部の担当者は、光陽精機における標準的な生産期間として、｢6 か

月｣という期間を見込んで建設会社と交渉していた。6 か月という期間は、川金 CT が、光

陽精機におけるオイルダンパーの標準的な生産期間から統計的に設定した期間である。 

 

(3) 光陽精機における受注及び生産のフロー 

 

 上記(2)のフローを経て川金 CT が受注したオイルダンパーは、光陽精機に発注される。

そのフローは、受注した製品の仕様が、光陽精機において、過去に受注実績のある仕様か

どうかによって異なる。 
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ア 過去に受注実績のある製品の場合 

 

 川金 CT が、これまでに光陽精機に発注した実績のある製品を、再度、光陽精機に発注

する場合、川金 CT の生産本部茨城製造部生産管理グループの担当者が、光陽精機の営業

部の担当者に対して、メールで、①仕様、②数量、③納期を指定する。このとき、仕様、

数量、納期については、上記のとおり、すでに川金 CT が顧客である建設会社との間で合

意を形成している。そのため、光陽精機が川金 CT に対して、仕様、数量、納期の交渉を

する余地はほとんどない。光陽精機の営業部の担当者は、川金 CT から上記メールを受領

すると、光陽精機の製造部生産管理課の担当者に対し、川金 CT から指定された製品につ

いて、納期までに製造が間に合うかを確認する。その後、光陽精機の製造部生産管理課の

担当者は、納期から逆算し、製造スケジュールを策定するが、その際、光陽精機において

性能検査を担当する部署3の担当者に対し、検査に要する期間を聴取し、それを加味して製

造スケジュールを決定する。もっとも、その際、光陽精機において性能検査担当者は、光

陽精機の製造部生産管理課の担当者に対し、不適合が生じた場合の調整及び再検査期間を

加味した余裕のある検査期間を要望しているわけではない。すなわち、光陽精機における

製造スケジュールは、不適合が生じる可能性を織り込んで策定されるものではない。 

 

イ 過去に受注実績のない製品の場合 

 

 川金 CT が、過去に光陽精機に対して発注したことのない仕様のオイルダンパーの製造

依頼を建設会社から受けた場合、川金 CT の技術部の担当者は、光陽精機の営業部の担当

者に対し、顧客の要求仕様で受注してよいか照会をする。光陽精機の営業部の担当者は、

上記照会を受けると、光陽精機の技術部設計課に対して、川金 CT から提示された仕様の

オイルダンパーを製造することができるかを確認する。その後、光陽精機の技術部設計課

と川金 CT の技術部の担当者との間で開発及び検討が進められ、オイルダンパーの仕様が

確定する。その後は、上記アと同様、光陽精機の製造部生産管理課において製造スケ

ジュールが策定され、納期に向けてオイルダンパーの製造が進められることとなる。 

 なお、新規開発品の受注可否を検討するに当たり、光陽精機の技術部設計課において

は、｢技術部設計課の役割は、光陽精機が、顧客の要求仕様を満たす製品を製造できる技

術力があることを示すことにある。｣との意識があり、｢顧客の要求仕様を満たす製品を安

定的に納入できること｣を示すことまで求められているとは考えていない。そのため、こ

の段階における光陽精機の技術部設計課の検討は、製造したオイルダンパーの性能検査を

実施した結果、顧客の要求仕様を満たさなかった場合に、製品の組み直しを行い調整する

                             
3  性能検査を担当する部署の変遷については、5(1)を参照。以下、本報告書では、便宜上、性能検査

の担当者の所属部・所属課を区別せず、性能検査の担当者を、｢性能検査担当者｣と呼称することと

する。 
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ことで、最終的に顧客の要求仕様を満たす製品を製造できるか否かを検討するにとどま

り、歩留まりや再調整コストを踏まえた利益率や、納期に必要な数量のオイルダンパーを

納入できるかなどを踏まえた上での受注可否に関する回答を行うことはない。したがっ

て、光陽精機の技術部設計課が、受注可否の検討において、顧客の要求仕様を満たす製品

を安定的に納入できないことを理由に、｢(製造及び受注)できない。｣と回答することはな

い。 

 

4 顧客との間で取り決める基準値について 

 

(1) 理論値の設定について 

 

 減衰力に関する顧客の要求仕様は、｢製作要領書｣において、｢減衰係数4｣という特定の数

値で定められる。減衰係数は、｢C1 領域｣における係数と、｢C2 領域｣における係数の二つ

が定められる。C1 領域とは、小規模ないし中規模な地震の揺れに対応する速度の領域を指

すものである。他方、C2 領域とは、中規模ないし大規模な地震の揺れに対応する速度領域

を指すものである。製作要領書には、C1 領域及び C2 領域のそれぞれに対応し、試験機を

動かす速度が具体的に定められており、減衰係数から、各検査速度において満たすべき減

衰力の｢理論値｣が算出されることとなる。 

 

(2) 顧客の要求仕様上許容される減衰力の理論値と実測値との誤差について 

 

 製作要領書においては、要求仕様として許容される減衰力の理論値と実測値との誤差

が、基準値としてあらかじめ定められているのが通常である。 

 オイルダンパーのうち、免震ダンパーについては、個々の大臣認定において、｢減衰力

の理論値と実測値との誤差が±15％以内｣などという基準が用いられることがある。他

方、制振用オイルダンパーについては、大臣認定制度が存在せず、上記のような基準が存

在しない。もっとも、制振用オイルダンパーについては、KYB が、市場において、｢減衰力

の理論値と実測値との誤差が±10％以内｣であることを基準として製造販売していたの

で、光陽精機がトグル制震装置用のオイルダンパーを販売していた当時から、｢誤差±

10％以内｣という基準が、要求仕様上の基準値とされていた。また、このような慣行にな

らい、免震用オイルダンパーについても、大臣認定の基準よりも厳格な｢誤差±10％以内｣

という基準が、顧客の要求仕様上の基準値となることが通常であった。 

 

                             
4  減衰係数の単位は、｢kN・s/cm(速度)｣で求められる。 
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5 光陽精機における性能検査の業務フロー 

 

(1) 性能検査の内容 

 

 光陽精機は、オイルダンパーの開発に伴い、オイルダンパーの性能検査に用いる試験機

を独自に開発している。現在、光陽精機は、加振5の速度が異なる 3 台の試験機を保有して

おり、AD、KYD 及び KYM の性能検査において、それぞれの性能検査で要求される速度に応

じ、試験機を使い分けている。 

 また、光陽精機では、性能検査は、かつてはオイルダンパーの開発を行っていた技術部

設計課において行われていたが、2010 年(平成 22 年)5 月 16 日頃から、性能検査の所管

は、技術部設計課から現在の品質保証部の前身である品質管理課に移管された。性能検査

を担当する部署の変遷は、下表のとおりである。 

 

【表】性能検査担当部署の変遷 

時期 部署名 

2000/12-2010/5/15 技術部設計課 

2010/5/16-2016/11/30 品質管理課 

2016/12/1-2017/5/15 品質保証部 

2017/5/16- 品質保証部ライン担当 

 

 性能検査は、①試験機へのオイルダンパーの取り付け、②検査対象のオイルダンパーの

型式や試験条件等の確認、③加振という手順を踏んで実施される。 

 加振が終了すると、計測した減衰力等の検査データが、試験機と繋がれたコンピュータ

に、バイナリファイルとして保存される。光陽精機には、このバイナリファイルを視覚的

に表示するためのデバイスが存在しないため、上記ファイル自体は、確認することができ

ない。そのため、性能検査担当者は、試験機と繋がれたコンピュータを操作して、バイナ

リファイルとして保存された計測結果を拡張子が｢.CSV｣のファイル(以下｢CSV ファイル｣と

いう。)に変換する。この変換により、計測結果を確認することが可能となる。その後、

性能検査担当者が、Microsoft Excel(以下｢エクセル｣という。)のマクロ機能を使用し

て、CSV ファイル上に記載された計測結果を、｢成績表ファイル｣と題するファイルに変換

する。成績表ファイルは、①製作要領書で定められた複数の速度で試験機を動かした結果

得られた減衰力等を記録した各速度ごとの CSV データ(以下｢CSV 算出データ｣という。)の

シートと、②①のデータをグラフ化し、視覚的に図示した｢性能検査成績書｣と題するシー

                             
5  加振とは、試験機を動かし、オイルダンパーのシリンダー部分を、顧客の要求仕様(製作要領書)に

おいて定められた複数の速度で伸縮させることをいう。この伸縮の際の抵抗力が減衰力であり、オ

イルダンパーの性能を表す数値となる。 
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ト(以下｢性能検査記録データ｣という。)で構成されるエクセルファイルである。性能検査

記録データは、主に、｢変位-減衰力線図6｣、｢速度-減衰力線図7｣及び各速度における減衰

力の理論値と実測値の誤差等が記載された表で構成されている(添付資料参照)。 

 成績表ファイルの作成後、性能検査担当者は、性能検査記録データを印字し(以下、性

能検査記録データを印字したものを｢性能検査成績書｣という。)、｢担当｣欄に押印して、

性能検査成績書を係長級の上長に回付する。係長級の上長は、①性能検査成績書に記載さ

れた減衰力の理論値と実測値との誤差が、顧客の要求仕様上の基準値(±10%等)を超えて

いないか、②｢変位-減衰力線図｣の波形が、変に歪んでいないかなどを確認した上で、問

題がないと判断した場合、｢照査｣欄に押印し、性能検査成績書を部長8に回付する。部長

は、係長級の上長と同様の確認をした上で、問題がなければ｢承認｣欄に押印後、これを性

能検査担当者に戻す。そして、性能検査担当者は、これを自社の顧客である川金 CT 等に

送付する。 

 

(2) 光陽精機において不適合品が検出された場合の処置 

 

 性能検査で不適合品が検出された場合、まず、性能検査を担当する部(現在の技術部設

計課又は品質保証部)において、｢検査不合格通知書｣を作成し、不適合品の油を抜いた上

で、製造部製造課に対して不適合品の分解・再組立を依頼する。次に、製造部製造課にお

いて、不適合品を分解し、技術部設計課の指示の下、バルブを再調整した上で、不適合品

を再び組み立てる。そして、最後に、性能検査を担当する部(現在の技術部設計課又は品

質保証部)において、再組立をした不適合品のシリンダーに油を封入し耐圧試験を実施し

た上で、再び性能検査を実施し、顧客との間で取り決められた基準値に適合することを確

認してから出荷する(以下、性能検査において不適合品が検出された場合の一連の処置を

｢不適合品処置手続｣という。)。 

 不適合品処置手続に要する時間は、オイルダンパーの種別によっても異なるが、各処置

に要する時間のみを単純に合計しても、おおむね 30 時間程度を要する。そのため、不適

合品処置手続は、おおむね 3日程度を要することが多い。 

 

                             
6  加振時のシリンダー部分の変異幅(動きの幅)と、加振時にシリンダー部分に生じた減衰力との相関

関係をグラフ化した図である。 

7  加振時の加振速度と、加振時にシリンダー部分に生じた減衰力との相関関係をグラフ化した図であ

る。 

8  性能検査を担当する部の変遷に伴い、技術部長又は品質保証部長である。 
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6 本件不適切行為の内容 

 

(1) 行為態様 

 

 上記 4(2)で述べたとおり、顧客の要求仕様上の基準値は、｢減衰力の理論値と実測値と

の誤差が±10%以内｣とされるのが通常であった。そのため、光陽精機では、 

① 性能検査の結果、減衰力の理論値と実測値との誤差が±10%を超えた場合、この

誤差が±10%以内となるように性能検査記録データを書き換えていた。 

② 減衰力の理論値と実測値との誤差が±10%以内に収まっていたとしても、｢変位-

減衰力線図｣の波形が歪なものになったり、波形が一周せず、途中で途切れたり

した場合には、その波形を整えるために性能検査記録データを書き換えていた。 

③ 2011 年(平成 23 年)4 月頃から 2016 年(平成 28 年)4 月 16 日頃までの間は、性能

検査の結果、減衰力の理論値と実測値との誤差が±5%を超えた場合に、減衰力の

理論値と実測値との誤差が±5%以内となるよう、性能検査記録データを書き換え

ていた。 

④ 2016 年(平成 28 年)4 月 16 日頃以降は、それまでに受注していた顧客の製品につ

いて、性能検査の結果、減衰力の理論値と実測値との誤差がこれまでに顧客に提

出したものと乖離した場合に、これまでに顧客に提出したものと近似する値にな

るように性能検査記録データを書き換えることもあった。 

 具体的な書換えの手法は、以下のとおりである。 

 まず、光陽精機では、2001 年(平成 13 年)1 月又は 2 月頃から 2010 年(平成 22 年)3 月頃

までの間は、CSV 算出データの数値一つ一つに乗じる係数を手入力することによって、性

能検査記録データを書き換えていた。 

 他方、2010 年(平成 22 年)4 月頃以降、CSV 算出データ上に、｢補正倍率｣を入力する欄が

設けられた9。CSV 算出データにおける｢補正倍率｣の数値は、通常、1.0 となっているが、

この｢補正倍率｣欄に 1.0 以外の数値を入力すると、CSV 算出データ上に記録された減衰力

の計測結果に、一律、この｢補正倍率｣欄の数値が乗ぜられる仕組みとなっている。そし

て、それに伴って、性能検査記録データの｢変位-減衰力線図｣の波形、｢速度-減衰力線図｣

の折れ線グラフ及び各速度における減衰力の理論値と実測値との誤差等の数値も変わる仕

組みとなっている。光陽精機では、2010 年(平成 22 年)4 月頃以降、この｢補正倍率｣欄の

                             
9  ｢補正倍率｣欄が設けられた正確な日時は特定できていないが、｢成績表ファイル｣を作成するための

マクロ機能が設定されたエクセルファイルの最終更新日は、2010 年(平成 22 年)6 月 8 日となってい

る。このことから、CSV 算出データに｢補正倍率｣欄が設けられた日時は、2010 年(平成 22 年)6 月 8

日であり、その当時の性能検査担当者である C が｢補正倍率｣欄を設けた可能性が高い。なお、上記

エクセルファイルを作成したのは B であるが、B は、マクロ機能の中に、｢補正倍率｣欄を設定した

記憶はないと述べている。また、現在光陽精機が使用しているエクセルファイル(マクロ機能)にお

いては、｢補正倍率｣欄は削除されている。 
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数値を 1.0 から適宜の数値に変更することによって、性能検査記録データを書き換えてい

た。 

 また、光陽精機では、｢補正倍率｣欄新設の前後を問わず、上記②の書換えを行うに際

し、CSV 算出データに、修正した減衰力の数値を直接入力することによって、性能検査記

録データを書き換えていた。 

 

(2) 本件不適切行為の開始及び継続に至るまでの経緯及び関与者の認識 

 

ア 本件不適切行為を認識していたことを認めている関与者 

 

 光陽精機において、オイルダンパーの開発及び性能検査に関与した者の変遷は、下表の

とおりである。 

 

【表】オイルダンパーの性能検査に関与した者の変遷 

時期 氏名 所属部署名(当時) 

2000/12 頃-2002/3 頃 A 及び B 技術部設計課 

2002/3 頃-2005 頃 D 技術部設計課 

2005 頃-2011/3 C 技術部設計課 

2010/5/16 以降は、品質管理課 

2011/4-2015/7 頃 C 

E 

品質管理課 

2015/8- E 品質管理課 

2016/12/1 以降は、品質保証部 

2017/5/16 以降は、品質保証部

ライン担当 

 

 上記の者のうち、本件不適切行為の存在を認識していたことを認めているのは、オイル

ダンパーの開発業務に携わっていた A 及び B 並びに、性能検査を担当した経験のある技術

部設計課係長の D及び品質保証部員の Eである。 

 

イ 本件不適切行為の開始時期及び関与者の認識 

 

 上記 3(1)のとおり、光陽精機は、2000 年(平成 12 年)頃、顧客である b 社からの開発依

頼を受け、トグル制震装置用のオイルダンパーを開発し、製造販売を開始した。トグル制

震装置用のオイルダンパーの開発に関与したのは、当時光陽精機の技術部設計課係長で

あった A 及び技術部設計課員であった B の 2 名のみであった。光陽精機は、2000 年(平成

12 年)末から 2001 年(平成 13 年)初頭に、初めて b 社にトグル制震装置用のオイルダン
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パーを納入したが、この当時、光陽精機と b 社との間で、納入仕様書上、許容される減衰

力の理論値と実測値との誤差を±10%以内とする旨の取り決めはなされていなかった。

もっとも、時期は定かではないが、b 社からの初回の発注においても、発注に至る交渉過

程の中で、光陽精機に対し、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10%以内とすることを

目標とするよう要請があった。A 及び B は、減衰力の理論値と実測値との誤差に関する目

標値は、品質保証のための基準として必要であると考えており、かつ、b 社が求める基準

は、KYB が市場においてすでに採用していた基準であり、一般的な基準として定着してい

た。そのため、光陽精機では、b 社に対する初回の納品から、減衰力の理論値と実測値と

の誤差が、±10%以内に収まる製品の製造を目指すようになった10 11。 

 しかし、オイルダンパーは、一般的に製造したロットによって、減衰力の実測値に大き

なバラツキが生じ、特に、C1 領域における減衰力の理論値と実測値との誤差は、±10%を

超えてしまうことが多かった。C1 領域では、C2 領域に比べ、減衰力の理論値が必然的に

小さくなるため、減衰力の理論値と実測値との誤差が±10%以内となる絶対値も小さくな

る。そのため、C1 領域において、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10%以内に収める

ことは、C2 領域に比べて困難である上、C1 領域における減衰力の理論値が小さくなるほ

ど、その困難さが増してくる。例えば、ある製品の 10.0cm/s の C1 領域における減衰力の

理論値は 250kN であるところ、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10％以内とするに

は、減衰力の実測値を 225kN から 275kN の間、すなわち、50kN の範囲内に収めなければな

らない。これに対し、同じ製品の 150cm/s の C2 領域における減衰力の理論値は 1000kN で

あり、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10％以内とするには、減衰力の実測値を

900kN から 1100kN の間、すなわち、200kN の範囲内に収めればよいこととなる。 

 光陽精機は、トグル制震装置用のオイルダンパーにおいて、減衰力の実測値にバラツキ

が生じる明確な原因を特定することができず、量産段階において、安定的に、減衰力の理

論値と実測値との誤差を±10%以内に収めることができなかった。また、客観的に見れ

                             
10  光陽精機において作成された 2000 年(平成 12 年)12 月 11 日付け｢作業要領書｣には、｢制振ダンパ特

性試験｣の｢判定方法｣として、｢減衰力に対し、±10％以内｣との記載がある。したがって、同日時点

では、光陽精機において、｢減衰力の理論値と実測値との誤差が、±10%以内に収まる製品の製造を

目指す｣という方針が定まっていた可能性が高い。 

11  なお、A は、｢光陽精機は、2000 年(平成 12 年)の末頃に、b 社に対し、初めて、トグル制震装置用

のオイルダンパーを納品したが、その際、オイルダンパーの性能を記した納入仕様書を提出したと

ころ、b 社から、この納入仕様書に、減衰力の理論値と実測値の誤差を±10%以内とする旨、赤字で

追記されたものが戻ってきた。｣と述べており、上記基準を目標としたのは、2 回目の納品以降であ

る旨述べている。しかし、光陽精機に残存する 2001 年(平成 13 年)1 月 25 日付けの納入仕様書は、

減衰力の理論値と実測値の誤差を±10%以内とする旨の赤字での記載は存在しない。このような記載

が最初に確認できるのは、2001 年(平成 13 年)9 月 25 日付けの納入仕様書である。他方で、光陽精

機が b 社に提出した 2001 年(平成 13 年)3 月 5 日付けの性能検査成績書には、｢速度-減衰力線図｣に

おいて、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10%以内とすることが目標とされていたことを窺わせ

る破線が確認できる。以上の客観資料から、当職らは、納入仕様書上明確に定められてはいなかっ

たものの、初回納品においても、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10%以内とすることは、光陽

精機と b社との間において、目標値として合意されていたと認定した。 
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ば、構造解析においては、C1 領域及び C2 領域の減衰力を双方考慮して建物の安全性を検

証しているため、C1 領域における減衰力の理論値と実測値の誤差を顧客仕様に沿った数値

に収めなければ、構造解析どおりの建物の安全性は確保されない可能性があるにもかかわ

らず、A 及び B は、①C1 領域の減衰力は、小さな揺れに対する抵抗力を表すものにすぎ

ず、大規模な揺れに対する抵抗力を表す C2 領域における減衰力の理論値と実測値との誤

差が±10%以内に収まっていれば、制振ダンパーとしての性能上、問題はないと誤認して

いたこと、②b 社が指定する契約締結日から納期までの期間は非常に短い一方で、納期の

厳守が求められていたこと、③②の納期を前提に、上記 5(2)で述べた不適合品処置手続を

実施した場合、納期を遵守できなくなる可能性が高いことなどから、C1 領域における減衰

力の理論値と実測値との誤差を±10%以内に収めることは、必ずしも厳格に守る必要はな

いと考えていた。さらに、当時、光陽精機も b 社も業績が悪化しており、両社ともに、必

ず最終顧客が定めた納期までにオイルダンパーの納入を完了し、新規事業としてオイルダ

ンパー事業を軌道に乗せたいという思いを抱いていた。このことから、光陽精機自身にお

いても、b社が提示した納期を確実に遵守する必要があったと考えられる。 

 以上のような事情を背景に、A 及び B は、互いに相談の上、納期の厳守を優先するた

め、b 社に対する初回出荷分又は 2 回目の出荷分から、減衰力の理論値と実測値との誤差

が±10%を超えた場合に、減衰力の理論値と実測値との誤差が±10%以内に収まるよう、性

能検査記録データを書き換えることにした。なお、A 及び B は、性能検査記録データを書

き換えることについて、その当時の上長である常務取締役の F、技術部長の G 及び技術部

設計課長の Hに相談することはなかった。 

 

ウ 本件不適切行為が継続した経緯及び関与者の認識 

 

(ｱ) 新規開発ダンパーについても従前の基準が契約仕様とされたこと 

 

 光陽精機は、結局、トグル制震装置用のオイルダンパーの量産段階において、減衰力の

理論値と実測値との誤差を安定的に±10%以内に収めることができなかったことから、性

能検査記録データの書換えを継続していた。それにもかかわらず、その後に開発された AD

及び KYD においても、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10%以内に収めることが、川

金 CT と光陽精機との間の契約書に明記されていた。 

 この背景の一つとして、光陽精機が、受注可否の検討に十分関与できていなかったこと

が挙げられる。例えば、KYD は、甲ビルにおいて初めて採用されたが、この案件は、ノナ

ガセが、d 社から｢競合他社と同様のスペックの制振用オイルダンパーを生産できない

か。｣との問い合わせを受け、川金 CT に持ち込んだ案件であった。この時点で、すでに顧

客である d 社から、おおよその納期を伝えられている状況にあり、川金 CT の営業担当者

が、光陽精機に確認することなく、d 社に対し、｢要求仕様に寸分違わず、減衰力の理論値

と実測値との誤差を±10%以内に収めることができます。｣と回答し、要求仕様の約束をし



別添１ 

14 

てしまった。このような経緯から、KYD の開発段階においても、｢減衰力の理論値と実測値

との誤差を±10%以内に収める｣という基準を前提とせざるを得ない状況になった。この結

果、光陽精機は、甲ビルに用いられた KYD の初回出荷分においても、納入すべき KYD の一

部については、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10%に収めることができなかったた

め、減衰力の理論値と実測値との誤差が±10%以内に収まるよう、それらの性能検査記録

データを書き換えていた。 

 

(ｲ) 新規開発ダンパーにおける本件不適切行為の継続 

 

 上記(ｱ)の甲ビルの例からも分かるとおり、光陽精機は、AD 及び KYD についても、トグ

ル制震装置用のオイルダンパーと同様、量産段階で、安定的に、C1 領域における減衰力の

理論値と実測値との誤差を±10%以内に収めることができなかった。他方、建設会社等の

顧客からは、依然として、AD 及び KYD を契約締結日から非常に短い期間で納品することが

求められており、加えて、納期よりも前に設定される、顧客による立会検査日の 2 日前ま

でには、全ての製品の製造を終え、性能検査も終えておく必要があった。 

 これらの事情から、光陽精機の性能検査担当者は、AD 及び甲ビル以降の KYD の製造販売

に際しても、性能検査記録データの書換えを継続した。 

 これに対して、光陽精機が 2011 年(平成 23 年)頃から製造販売を開始した KYM は、多数

のバルブを用いるという構造上の特性から、減衰力の理論値と実測値との誤差が±10%を

超えることは少なかった。しかし、減衰力の理論値と実測値との誤差が、かろうじて

±10%以内に収まっているような場合には、顧客から、再検査の実施を求められる可能性

があったので、光陽精機の性能検査担当者は、顧客から、再検査の実施を求められること

を防ぐために、A の指示の下、KYM についても、減衰力の理論値と実測値との誤差がかろ

うじて±10%以内に収まっている製品について、減衰力の理論値と実測値との誤差が±5%

以内となるように性能検査記録データを書き換えていた。 

 

(ｳ) 光陽精機における性能検査担当者間の引継ぎ 

 

 2002 年(平成 14 年)3 月、D が、光陽精機に入社して技術部設計課に配属となり、性能検

査を担当するようになった。D が入社した当時、性能検査を担当していたのは A であった

ため、D は、A から、性能検査の手法に関する指導を受けた。この指導において D は、A か

ら、C1 領域において、減衰力の理論値と実測値との誤差が±10%を超えた場合には、その

誤差が±10%以内となるように性能検査記録データを書き換えるよう指示を受けた。ま

た、A は、D に対し、同様に、｢変位－減衰力線図｣の波形が歪なものとなった場合には、

性能検査記録データを書き換えることによってその波形を整えるよう指示をした。D は、A

から、C1 領域において、減衰力の理論値と実測値との誤差が±10%を超えたとしても、減

衰力の理論値と実測値が近似値であれば、性能には問題がないと聞いていたことから、性
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能検査記録データを書き換えることが不適切な行為であるとの認識には至らなかった。 

 2005 年(平成 17 年)頃からは、C12が光陽精機の技術部設計課に配属となり、D ととも

に、性能検査を担当するようになった。しばらくすると、D は性能検査担当を離れ、C が

一人で担当するようになった。C も、D と同様、性能検査記録データの書換えを継続して

いた。その後の 2010 年(平成 22 年)5 月 16 日頃から、性能検査の所管は、技術部設計課か

ら現在の品質保証部の前身である品質管理課に移管されたが、オイルダンパーの性能検査

は、技術部設計課から品質管理課に異動した C が引き続き一人で実施しており、性能検査

担当者の変更はなかった。 

 2011 年(平成 23 年)4 月頃からは、E が品質管理課に異動となり、C と共に性能検査を担

当するようになった。E は、C から、性能検査の結果、減衰力の理論値と実測値との誤差

が±10％を超えた場合は、CSV 算出データの｢補正倍率｣欄の数値を 1.0 から適宜の数値に

変更することで、減衰力の理論値と実測値との誤差を±5％以内にするよう指示を受け

た。E は、上記手順について、C からすでに確立された作業手順として引継ぎを受けたこ

とから、不適切な行為であるとの認識には至らなかった。E は C 退職後、現在に至るま

で、一人で性能検査を担当しているが、本件不適切行為の発覚に至るまで、これまで顧客

に提出した性能検査成績書に記載された数値と近似する数値となるよう、｢補正倍率｣欄の

数値を変更する方法で、性能検査記録データの書換えを継続していた。 

 以上のとおり、歴代の性能検査担当者 5 名のうち、当職らがヒアリングを実施した 4 名

は、いずれも、本件不適切行為の実施を所与の前提とする引継ぎを受けていた。また、上

記 4 名の中には、｢減衰力の理論値と実測値が近似値であれば、性能には問題がない｣との

引継ぎを明示的に受けていた者もいた。このような引継ぎがなされていたことから、当職

らがヒアリングを実施した性能検査担当者 4 名は、性能検査記録データの書換えが不適切

な行為であるとの認識を有していなかった。 

 

(3) 本件不適切行為に関する上位者の認識 

 

ア 光陽精機において、性能検査成績書の｢照査｣及び｢承認｣を行う者の認識 

 

 上記 5(1)で述べたとおり、光陽精機において、性能検査成績書は、品質保証部の担当者 

から、その上長である｢照査｣者及び｢承認｣者に回付される。 

 光陽精機では、性能検査の担当部署が技術部設計課から品質管理課に移管した 2010 年

(平成 22 年)5 月 16 日以降、品質管理課が、書換え前の計測結果を基に作成した性能検査

成績書と、書換え後の計測結果を基に作成した顧客提出用の性能検査成績書を 2 枚作成

し、これを技術部設計課に回付していた。2 種類の性能検査成績書は、時期により差はあ

                             
12  C は、既に光陽精機を退職済みであるため、本件調査において、ヒアリングを実施することができ

なかった。 
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るものの、E が性能検査担当者に就任した 2011 年(平成 23 年)4 月頃以降、技術部設計課

に回付する以前に、品質保証課内において、｢照査｣及び｢承認｣を行う者にも回付されてい

た。したがって、少なくとも、性能検査成績書の｢照査｣及び｢承認｣を行った経験のある

者 13は、2 種類の性能検査成績書を比較することで、本件不適切行為の存在を認識しうる

状況にあったことが認められる。実際に、｢照査｣印及び｢承認｣印を押印していた経験を有

する I は、2 種類の性能検査成績書の存在に気がつき、本件不適切行為の存在を認識した

と述べている。 

 

イ 光陽精機の管理者層及び性能検査関連部署以外の部署に所属する役職員の認識 

 

 本件調査の結果判明した事実関係において、光陽精機のつくば工場長をはじめとする管

理者層や、営業部をはじめとする他部署の役職員が、本件不適切行為を認識していたこと

を窺わせる形跡は認められない。 

 

ウ 川金 HD 及び川金 CT の役職員の認識 

 

 本件調査の結果判明した事実関係において、川金 HD 及び川金 CT の役職員が、本件不適

切行為を認識していたことを窺わせる形跡は認められない。 

 

第 3 本件不適切行為の原因・背景事情 

 

 上記第 2 の 1(2)記載のとおり、本件において、光陽精機は、2000 年(平成 12 年)にオイ

ルダンパー事業に参入したが、その当初から性能検査データの書換えが行われ、以降も継

続していた。このように、光陽精機において、オイルダンパー事業参入当初から本件不適

切行為が行われ、その後長年にわたってこれが継続していた原因・背景事情には、以下の

ような事情が認められる。 

                             
13  2 種類の性能検査成績書の回付を受けていた可能性が高い｢照査｣者及び｢承認｣者は、以下のとおり

である(役職は当時)。 

時

期 

2011/4/16-

2012/4/15 

2012/4/16-

2014/4/15 

2014/4/16-

2015/4/15 

2015/4/16-

2016/4/15 

2016/4/16-

2016/11/30 

2016/12/1- 

承

認 

J 

(品質管理課

長) 

L 

(品質管理課

長) 

K 

(品質管理課

長) 

K 

(品質管理課

長) 

I 

(係長) 

A 

(品質保証部

長) 

照

査 

K 

(係長) 

K 

(係長) 

M 

(係長) 

I 

(係長) 

N 

(班長) 

N 

(主任) 
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1 本件不適切行為が行われるようになった経緯・背景事情 

 

 光陽精機は、b 社からの開発依頼を受け、トグル制震装置用のオイルダンパーを開発す

ることとなったが、当時の光陽精機は、油圧シリンダーの製造に関するノウハウしか有し

ておらず、オイルダンパーについては、まさに一から開発をする必要があった。そこで、

光陽精機は、この開発を、業績回復を賭けたプロジェクトとして、当時、技術部設計課の

係長である A と、入社 5 年目の担当者にすぎない B の 2 人に託し、両者をオイルダンパー

の開発に集中させることとした。特に、オイルダンパーの性能を左右するバルブの開発

は、ほぼ B のみが行っていたことから、光陽精機におけるオイルダンパーの開発は、事実

上、B の技術力に大きく依存する状況にあった。上記のような A 及び B の開発に向けた献

身や高い技術力が功を奏し、光陽精機は、約半年という短い期間で、トグル制震装置用の

オイルダンパーの開発に成功した。また、オイルダンパーを出荷するに当たり、性能検査

を実施し、性能検査成績書を顧客に提出することとなるが、この性能検査に使用する試験

機についても、当時は市販のものがなく、A 及び B が自ら開発し、独自のものを製作し

た。 

 しかし、他方で、新規製品であるオイルダンパーの開発を 2 名のみに託したことは、A

及び B の技術力に対する過度の依存や、オイルダンパー事業における両者の行為のブラッ

クボックス化という弊害を生み出すこととなった。すなわち、当時の光陽精機において、

オイルダンパーに関する知識・ノウハウは、A 及び B が開発の過程で積み上げていった結

果、この両者のみに集中し、両者から、技術部設計課長や技術部長を含む上司に共有され

ることはなかった。その結果、A 及び B の技術力に対する信頼の名のもと、両者の直属の

上司ですら、両者の行為に対するチェックや監督機能を果たす能力を有しない状況が醸成

された。また、開発当事者である A 及び B は、オイルダンパーの性能検査の試験機につい

ても自ら開発していた。性能検査の試験機は、オイルダンパーの開発には不可欠なもので

あろうから、このこと自体は自然なことであったと思われるが、その結果として、A 及び

B は、本件不適切行為を実行することが容易になり、また、その状況を両者以外の者が発

見し、是正する機会もない状態となり、さらには、本来第三者的な立場から実施すべき性

能検査を、開発者である A 及び B らが実施し続けるという状況が継続することにも繋がっ

た。 

 このような状況は、A 及び B にとっても過酷な状況であったと考えられる。A 及び B

は、自力で一からトグル制震装置用のオイルダンパーを開発したとはいえ、実際には、他

社図面を元に見よう見まねで開発を進めたにすぎず、新製品の開発について、豊富な知識

や経験を有していたわけではない。そうであるにもかかわらず、当時の光陽精機において

は、A 及び B が、オイルダンパーの開発に伴う技術的課題を、2 名のみで解決することを

強いられる状況にあったと考えられる。そして、誰にも相談できないままに課題解決を迫

られる閉鎖的な状況が、A 及び B の、自ら製造する製品に対する品質性能を含めた責任、
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コンプライアンス意識、これに違反したときの会社や顧客、社会に与える影響などを考慮

する意識や機会を希薄化させていたとも考えられる。 

 光陽精機は、初めて開発したトグル制震装置用のオイルダンパーについて、b 社から、

減衰力の理論値と実測値との誤差を±10％以内とするよう求められた。A 及び B には、一

定の開発力があったと認められるとはいえ、上記のとおり、その知識・能力は必ずしも十

分ではなかったため、オイルダンパーの製造、量産段階において、安定的に、減衰力の理

論値と実測値との誤差を±10％に収めるための解決策を見つけることができなかった。こ

れに加え、当時、光陽精機の業績は悪化しており、必ず最終顧客が定めた納期までにトグ

ル制震装置用のオイルダンパーの納入を完了し、新規事業としてオイルダンパー事業を軌

道に乗せたいという思いが、光陽精機の会社全体として存在していたものと考えられる。 

 このように、A 及び B は、オイルダンパーの製造、量産段階において、安定的に、減衰

力の理論値と実測値との誤差を±10％に収めるという技術的課題と、納期までに必要な数

量のオイルダンパーを納入するという 2 つの課題に直面することとなったが、自らに上記

技術的課題を解決するだけの技術力がなく、納期という時間的制約に迫られる中で、減衰

力の実測値を書き換える行為に考えが及んだものと思われる。また、オイルダンパーに関

しては、両者の直属の上司も含め、光陽精機全体が A 及び B の技術力に依存しており、性

能検査の実施も含めた、オイルダンパーの製造過程の全てが、両者の下でブラックボック

ス化している状況下では、減衰力の実測値を書き換えたとしても、これが不適切な行為で

あるとして社内に露見する可能性も低いとの見解に至ったものと思われる。そして、自ら

製造する製品に対する品質性能を含めた責任、コンプライアンス意識が希薄化しているこ

とも相まって、A 及び B は、2 人だけで、本件不適切行為の実行を決定してしまったもの

と考えられる。 

 光陽精機において、A 及び B は、オイルダンパーの開発により、F から、その技術力を

高く評価されていた。そして、オイルダンパー事業が軌道に乗るにつれて、A 及び B の高

い技術力への評価が定着し、両名の行動に対するチェックや監督が必要であるという発想

自体が、光陽精機の社内に発生しなかったものと思われる。実際にも、A は、オイルダン

パー事業が軌道に乗って以降、技術部設計課長、技術部次長、技術部部長、生産本部長

(製造部長)を経て、品質保証部長に就任し、また、B は、技術部設計課主任、同係長、同

課長、技術部次長を経て、技術部長に就任するなど、オイルダンパー製品のみならず、光

陽精機において製造する製品の製造開発・品質保証を担う部署の責任者に上り詰めた。ま

た、A 及び B の業務を引き継いだ性能検査担当者は、A 及び B が行ってきた行為が不適切

であるとの疑問を何ら抱くことなく、所与の業務フローとして、本件不適切行為を継続し

ていった。このような状況が長年継続したことにより、光陽精機においては、本件不適切

行為に対する感度が働くこともなく、動かし難いルールとして、定着していったのではな

いかと考えられる。 
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2 本件不適切行為が継続していた原因・背景事情 

 

(1) 光陽精機が、製品の性能を担保する役割を担っているという意識が低かったこと 

 

 光陽精機は、油圧シリンダーを主力製品としているが、油圧シリンダーは、｢最終製品｣

であるオイルダンパーと異なり、クレーン等の建設機械の｢部品｣である。そのため、油圧

シリンダーの場合、光陽精機が行う検査は、｢油の量、寸法、仕上げ状態等が図面どおり

であるか｣という観点から行う｢製品検査｣に主眼が置かれており、性能検査は、油圧シリ

ンダーを組み込む最終製品の用途等に合わせ、顧客が改めて実施するのが通常であった。

このように、油圧シリンダーにおいては、顧客もその性能をチェックする機会が予定され

ていることから、顧客の要求仕様を外れた不適合品であっても、顧客が最終製品の性能や

安全性に問題がないと認めた場合には、｢特採｣として出荷することもあった。 

 もちろん、｢特採｣による不適合品の出荷は、顧客において、最終製品の用途や不適合の

程度等、様々な要素を総合考慮した上で決せられるものであり、顧客との透明性ある協議

の下、初めて許容される例外的な救済措置である。光陽精機においても、油圧シリンダー

事業においては、顧客に対し、不適合品の状況を全て開示し、顧客との協議を経た上で、

｢特採｣により不適合品を出荷していたはずである。したがって、顧客が製品の性能を

チェックする機会が予定されているからといって、光陽精機が、性能に関する確認、保証

を怠ってよいということにはならない。 

 しかし、光陽精機は、オイルダンパー事業においては、油圧シリンダー事業における顧

客と一体となった品質保証体制とは異なる状況であり、自らが単独で品質保証の最終責任

を負うのであるから、本来は、顧客の要求仕様を外れた場合には、要求仕様を満たすま

で、製品の組み直しと調整を繰り返すか、あるいは顧客との協議を行うなどして対応を決

める必要があったのに、特に C1 領域については、オイルダンパーによる耐震性能や建物

の安全性に大きな影響がないことから、顧客が問題にすることはないだろうとの発想に繋

がり、これを正当化する根拠の一つとして、本件不適切行為を実施、継続してしまったも

のと考えられる。このように、光陽精機のオイルダンパー事業においては、油圧シリン

ダー事業の品質保証体制に関する誤った認識から、｢光陽精機自身が、単独で、製品の性

能を担保する役割を担っている｣という意識が、極めて低かったことは否定できないと考

えられる。 

 

(2) ｢後発事業者｣という立場の弱さと安易な業界水準への依拠 

 

 オイルダンパー事業は、KYB がリーディングカンパニーとして多数のシェアを占めてい

るが、KYB は、減衰力の理論値と実測値との誤差を±10％以内とすることを基準仕様とし

て顧客と合意していた。 

 光陽精機は、後発事業者としてオイルダンパー事業に参入したが、オイルダンパー業界
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においては、すでに KYB の基準仕様が、業界水準として定着していたため、光陽精機は、

顧客から、KYB と同じスペックの製品を製造するよう求められることが多かった。 

 ところが光陽精機では、特に C1 領域において、｢減衰力の理論値と実測値との誤差を±

10％以内とする｣との顧客の要求仕様を満たす製品を安定して製造することは困難であっ

たにもかかわらず、顧客の求めを拒んだ場合には製品を受注できないと考え、業界水準と

は異なるスペックの製品とすることを顧客と合意するという発想すらなかった。 

 また、後発事業者という立場及び業界水準の遵守による受注獲得を意識するあまり、光

陽精機は、顧客に対し、油圧シリンダー事業のように、｢特採｣として不適合品の出荷を許

可するよう依頼するという発想もなかったと思われる。 

 以上のような判断や意識と、上記(1)で述べた意識とが相まって、光陽精機は、顧客の

了承を得ることなく、不適合品の出荷を繰り返していたものと思われる。 

 

(3) ｢安定的な製造供給を約束することができるか｣という観点から受注可否の検討を行う

意識が低いこと 

 

 光陽精機においては、オイルダンパー事業参入当初から、｢顧客の要求仕様を満たす製

品を作る技術力があるか｣との観点からの検討・検証のみを行っており、量産段階におい

て、再調整をすることなく、安定的に顧客の要求仕様を満たす製品を製造できるか(歩留

まりよく製造を行うことが可能か)という観点から検討・検証を行うことなく受注してい

た。その結果、顧客の要求仕様を満たさない不適合品が続出し、顧客が指定する納期まで

に製品を出荷するため、性能検査において本件不適切行為を実施せざるを得ない状況に追

い込まれた。このように、光陽精機においては、｢開発者｣｢技術者｣としての自社の能力を

示すことを追求するあまり、｢製造会社｣として、｢顧客に対し、安定的な製造供給を約束

することができるか｣という観点から受注の可否を検討するという意識が決定的に欠けて

いたと言わざるを得ない。 

 さらに、｢顧客に対し、安定的な製造供給を約束することができるか｣という観点から受

注の可否を検討するという意識は、川金 CT においても欠如していたと言わざるを得な

い。このことは、KYD の第一号案件のように、オイルダンパーの製造について詳細な知見

を有していない川金 CT が、光陽精機の関与なく、顧客に対し、要求仕様を約束してしま

うことがあったことからも明らかである。 

 

(4) グループ会社間の協同意識が希薄であること 

 

 上記(3)の意識の低さは、ノナガセ及び川金 CT がオイルダンパーの販売に関与するよう

になって以降、さらに進んだものと思われる。すなわち、上記第 2 の 2 記載とおり、光陽

精機の役職員には、｢川金 CT の依頼は断れない｣という意識を有している者も多かったこ

とから、光陽精機は、仮に川金 CT が顧客と合意した仕様や納期に無理があったとして
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も、これを断れないものとして甘受するにとどまり、川金 CT に対し、顧客との再交渉を

依頼することもなかったものと思われる。その結果、製造会社である光陽精機が、責任を

持って受注検討に関与すべきという意識は、さらに後退したものと思われる。 

 また、KYD の第一号案件の例で、川金 CT が、光陽精機に確認することなく、顧客に対

し、要求仕様を約束してしまったことからも明らかなように、川金 CT の側でも、光陽精

機は川金 CT の依頼は断れないという意識があったことは否定できないと思われる。 

 このように、川金 CT 及び光陽精機においては、上下関係にも似た関係性が固定化して

おり、両社が、それぞれの役割分担の下、協同して受注の可否を検討するという意識が希

薄であった。このことが、商流変更後も、本件不適切行為が継続した背景として挙げられ

ると考えられる。 

 

3 光陽精機において、本件不適切行為が発見・是正されなかった原因・背景事情 

 

(1) 検査体制・品質保証体制が不十分であること 

 

 光陽精機は、オイルダンパー事業参入当初は、開発者であり、技術部設計課に所属する

A 及び B が、自ら製作した試験機を用いて性能検査も実施していた。そのため、性能検査

における客観性は担保されておらず、A 及び B において、本件不適切行為を行うことが容

易な状況であった。また、その後、性能検査は、技術部設計課に所属し、オイルダンパー

自体や検査機器についての十分な知見のない D や C らに引き継がれており、両者は、A 及

び B の指導に基づいて、性能検査のやり方を習得していった。そのため、D や C らは、B

や A が行ってきた本件不適切行為につき、何ら疑問を持つことなく、これを引き継いで

いった。 

 2010 年(平成 22 年)頃、光陽精機は、油圧シリンダー製品同様、オイルダンパー製品に

ついても、製造・開発部門から独立した部署が、第三者的な立場で性能検査を実施し、製

品の品質を担保する必要があるとの考えの下、性能検査業務を製造・開発部門の一つであ

る技術部から品質保証部(品質保証課)に移管することとした。しかし、光陽精機のオイル

ダンパー事業においては、すでにブラックボックス化が進行しており、オイルダンパーに

ついての知識や性能検査を実施できる人員が限られていたことや、当時の光陽精機の管理

者層は、A 及び B の技術力に対する過度の依存の下、性能検査におけるチェックや監督の

必要性を十分に認識していなかったことなどから、性能検査業務の移管に際しては、技術

部設計課の性能検査担当者を形式的に品質保証部(品質保証課)に異動させるにとどめ、性

能検査の方法その他本質的な部分については、何ら変更しなかった。 

 さらに、性能検査成績書は、性能検査担当者が作成し、これを上司である品質保証部

(品質保証課)係長級の上長が照査した上で、部長が承認する仕組みとなっていた。しか

し、照査者・承認者である品質保証部(品質保証課)の係長級の上長や部長は、オイルダン

パーについての十分な知識を有しておらず、内容を検証する能力がなかったため、性能検



別添１ 

22 

査成績書の内容を形式的にしか確認せず、これを照査・承認しており、チェック機能が働

いていなかった。 

 このように、光陽精機においては、オイルダンパーについて、製造・開発部門から独立

した立場の担当者が性能検査を実施する仕組みが整っておらず、また、その必要性につい

ても十分に認識していなかった。この結果として、性能検査を品質保証部(品質保証課)に

移管した 2010 年(平成 22 年)頃、本来、性能検査に求められる役割を果たすべく、品質保

証体制を変更するきっかけがあったものの、十分な検査体制・品質保証体制を構築するこ

とができなかった。 

 

(2) 川金 HD グループにおいて、必要十分な監査が実施されていなかったこと 

 

 光陽精機は、2006 年(平成 18 年)に ISO9001 を取得したところ、ISO9001 において求め

られる品質管理体制を強化するため、年 1 回、内部監査を実施することとなった。しか

し、光陽精機の内部監査は、規程やマニュアルに従った処置が行われているかについて、

書面を確認するだけの形式的な監査にとどまり、実際に性能検査の現場を確認することは

なかったため、本件不適切行為の発覚には至らなかった。 

 また、オイルダンパーを顧客に納入する責任を有する川金 CT は、オイルダンパーの製

造者である光陽精機に対して、他の外注先と同様の深度をもって品質監査を実施し、性能

や品質の管理を、自らの責任において実施して然るべきであるのに、光陽精機がグループ

会社であることを理由に、このような管理をほとんど行っていなかった。川金 CT として

は、オイルダンパーの性能検査を光陽精機に任せている以上、オイルダンパーに関する知

識を習得し、性能検査の妥当性に関する監査など、オイルダンパーの性能検査における不

正防止の観点からの監査を実施すべきであったにもかかわらず、それを怠っていた。 

 さらに、川金 HD も、グループ会社に品質管理を任せており、各製品に関する知識の習

得や、各製品の性能検査における不正を防止するための監査を行うことはなかった。 

 このように、川金 HD は、グループ全体としての十分な品質管理体制を構築しておら

ず、品質管理については、各グループ会社に任せきりとなっていた。 

 

第 4 再発防止策の提言 

 

1 光陽精機が社会的に担っている役割の再認識と意識改革 

 

 オイルダンパーは、集合住宅、病院、学校、オフィスビル、サッカースタジアムなど、

実に色々な建造物に用いられており、大規模な地震から多くの人命を守る役割を担ってい

る。東京オリンピックの開催に向けた昨今の建設需要の増加や、大規模災害が頻発してい

る日本の現状にかんがみれば、オイルダンパーという製品が社会的に果たす役割は、極め

て大きいものとなっている。 
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 このように、社会的に極めて重要な意義を有する製品を製造しているにもかかわらず、

光陽精機が、会社としてオイルダンパーにかける意気込みは、そこまで大きなものではな

いように感じられる。光陽精機において、オイルダンパー事業は、A、B ら、専門的な知

識・能力を有する一部の役職員だけが立ち入ることのできる領域であって、他の大多数の

役職員にとっては、｢自分には関係のない領域｣であり、興味関心の対象ですらなかったと

いうのが実態であるように思われる。そして、このような意識の二極化と、会社としての

オイルダンパー事業にかける意気込みの程度が、光陽精機におけるオイルダンパー事業の

ブラックボックス化を招き、人事ローテーションを停滞させた側面は否定できないように

思われる。 

 また、光陽精機においては、オイルダンパー事業に携わる者でさえも、自らが、社会的

に極めて重要な意義を有する製品を製造しているという意識が希薄であったように思われ

る。オイルダンパーが、多くの人命を守る役割を担うことを意識していれば、その製造に

携わる者は、むしろ、多数の人命を預かることになる製品を開発・製造しているのだとい

う責任を自覚した上で、オイルダンパーの品質には徹底的にこだわりを持ち、時には、顧

客である建設会社に対しても、オイルダンパーの専門家として、品質については一歩も譲

らないという態度を示して然るべきではなかろうか。光陽精機が、顧客の要求仕様の遵守

よりも納期の遵守を優先してしまったのは、オイルダンパーが担う役割への理解と、その

ような製品の製造に携わる者としての誇りが、決定的に欠けていたからこそであると思え

てならない。 

 上記のような意識の欠如は、光陽精機の成り立ちが、いわゆる｢町工場｣であったことに

も起因するように思われる。光陽精機は従来、a 社等の顧客の下請として、顧客の最終製

品の製造工程の一部を請け負い、顧客と一体となって油圧シリンダーの開発・製造を行う

ことを生業とする｢町工場｣であった。そのため、光陽精機は、自ら新規製品を独自開発す

るということもなく、また、必ずしも要求仕様を満たさない製品であっても、最終製品の

性能や安全性に問題がなければ、｢特採｣で受け入れてもらうことが可能であろうという意

識を根底に有していたものと考えられる。その結果として、そもそも要求仕様が何のため

に設定されているのか、要求仕様を満たすことにどのような意味があり、要求仕様を満た

さない製品を顧客に伝えることなく、性能検査結果を書き換えてまで納品することがどの

ような問題を孕み、それが明らかになったときに、光陽精機、顧客、オイルダンパーが使

用されている建造物を利用する不特定多数の一般人、さらには社会全体にどのような影響

を与えるのかについて、深く考える意識を持たなかったのではないかと思われる。しか

し、オイルダンパーは、多数の人命を預かる重要な製品であり、その性能が、建築物の構

造設計にも大きく影響する。その意味で、オイルダンパーは、予定された仕様を厳守する

ことが極めて重要な製品であり、｢少しくらい｣が許されない製品なのである。そしてこの

ことは、予定された仕様とのズレが、安全性や本来求められる機能には大きな影響を与え

ない程度にとどまる場合であっても、変わることはない。顧客や不特定多数の一般人や社

会に対して嘘を付いていたという事実は、光陽精機をはじめ、オイルダンパーという製品
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そのものに対する信頼を失わせ、その信頼の回復のために多大な労力を費やすことになっ

たのである。このような重要な製品の製造を担うという役割にかんがみれば、光陽精機

は、もはや｢町工場｣で居続けることは許されず、自らの製品に対し、強いこだわりと自覚

を持たなければならない立場にいるのである。 

 以上を踏まえ、今後、光陽精機においては、オイルダンパーの開発・製造業務に高い誇

りを持つとともに、｢町工場｣という意識からの脱却を図り、オイルダンパーの専門家とし

て、品質を守ることに責任とこだわりを持つことが要請されるであろう。そして、それを

実現するためには、徹底的な社員教育等を通じ、全役職員が、オイルダンパーの重要性

と、その製造を担う者としての社会的な役割を再認識することが期待される。 

 

2 川金 HD グループにおける一体感の醸成 

 

 川金 HD グループは、川金 HD の下、多角的な事情を担う子会社が複数存在し、一つの企

業集団を形成している。しかし、その実態は、川金 HD に、川金 CT や光陽精機のような独

立の｢町工場｣が連結しているにすぎず、一企業集団としての一体感は極めて希薄であった

と感じる。その証左として、川金 CT は、建設会社からオイルダンパーの開発・製造を受

注する立場にあるにもかかわらず、その品質保証を、光陽精機に任せきりにし、品質監査

を実施したことはなかった。また、親会社である川金 HD も、光陽精機に対して品質監査

を実施したことはなく、内部監査も、業務監査、会計監査等、文書ベースの形式的なもの

にとどまっていた。さらに、川金 HD グループにおいては、各子会社が、その土地で生ま

れ育った者の終身雇用先とされている面があり、グループ内における人事交流が活発であ

るとは言い難い状況であった。 

 今後、川金 HD グループにおいては、川金 HD を中心に、グループが一体となって、顧客

に対する品質保証責任を負うのだという意識を醸成することが求められる。その第一歩と

して、川金 HD が品質監査を行う等、川金 HD グループ全体の品質管理体制を強化すべきで

ある。また、川金 HD グループは、鋳造物の製造を行う川金工業から、鋳造物を用いた最

終製品を製造する川金 CT や光陽精機、商社機能を担うノナガセに至るまで、グループ内

において、一連のサプライチェーンを形成できる点に特徴があると思われる。この特徴か

ら、川金 HD グループにおいては、川金 HD だけでなく、サプライチェーンに入る全ての子

会社が、顧客に出荷する最終製品について、品質を保証する責任を負うとも言える。した

がって、このような意識を全子会社に根付かせることが、今後川金グループ全体における

不適切行為を防止する上で、極めて重要になると思われる。これについては、川金 HD の

主導による意識改革のみならず、例えば、サプライチェーンを形成する会社間において、

グループ横断的な意見交換の機会を定期的に設けるなど、様々な施策を講じうるものと考

えられる。 

 



別添１ 

25 

3 受注検討段階における品質管理工程の重視 

 

 製造業においては、技術研究や開発段階が重視され、検査の実施や品質チェック段階が

軽視されることが多い。本件においても、光陽精機では、後発事業者という立場の弱さか

ら、｢KYB と同様の仕様を実現し、受注を確保する｣ことが優先されており、受注検討段階

で、性能検査や品質チェック段階における歩留まりの検討は置き去りにされていた。ま

た、特に川金 CT が商流に参画して以降は、光陽精機に、顧客との仕様決定に十分に関与

する機会が与えられていなかったことも事実である。しかし、工業製品には、性能や品質

に一定のバラツキが発生することは不可避である以上、受注検討段階で、性能検査や品質

チェック段階における歩留まりを度外視すべきではない。バラツキの発生にもかかわら

ず、納期や利益率を遵守しなければならないとすれば、検査部門や品質保証部門は、不正

を行わざるを得ない状況に追い込まれてしまうことは自明である。 

 したがって、今後は、川金 HD の主導の下、川金 CT 及び光陽精機において、受注段階か

ら、性能検査や品質チェックの工程を重視した検討を行うことができる体制を構築すべき

であると考えられる。具体的には、受注検討段階において試作ラインを稼働させ、試作ラ

インの歩留まりを仕様検討の材料とする体制を構築することも一案であると考えられる。 

 

4 顧客とのコミュニケーションの改善 

 

 光陽精機においては、特に C1 領域において、｢減衰力の理論値と実測値との誤差を±

10％以内とする｣との顧客の要求仕様を満たす製品を安定して製造することは困難であっ

たにもかかわらず、顧客の求めを拒んだ場合には製品を受注できないと考え、業界水準と

は異なるスペックの製品とすることを顧客と合意するという発想に至らなかった。 

 しかしながら、そもそも、製造業としては、顧客の要求仕様を満たす製品を製造するこ

とができるかを検討し、自らの製造能力に見合った仕様で受注しなければならないはずで

ある。仮に、顧客の要求仕様を満たす製品を製造することが困難な場合には、顧客に対

し、自らが製造することのできる製品のスペックを提示したり、当該製品を安定して製造

するために必要十分な期間を提示するなどして、自らの製造能力を誠実に開示すべきであ

る。そして、これらを踏まえて顧客と協議した結果、最終的に受注を断念するということ

もあり得るはずである。 

 したがって、今後は、光陽精機において、自らが安定して製造することのできる製品の

スペックや製造に要する時間等を把握し、｢できるものはできる｣、｢できないものはでき

ない｣ということを顧客に明示した上で、しっかりとしたコミュニケーションを取り、製

品の仕様を詰めていくことを徹底していかなければならない。そのためには、光陽精機

が、川金 CT と協同しながら、両社一体となって顧客との交渉を行う体制を構築する必要

があると考えられる。 

以 上 


